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２
０
２
３
年
に
続
き
、
２
０
２
４
年
も

大
幅
な
賃
上
げ
が
継
続
す
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

２３
年
の
春
間
の
賃
上
げ

率
は
３０
年
ぶ
り
の
高
さ
と
な
り
ま
し
た

が
、

そ
の
背
景
に
は
労
働
組
合
だ
け
で
は

な
く
、

政
府

・
使
用
者
側
も
賃
上
げ
の
必

要
性
を
望
ん
で
い
ま
し
た
。

政
府
は

「成

長
と
分
配
の
好
循
環
に
よ
る
新
し
い
資
本

主
義
」
を
掲
げ
、

成
長
の
呆
実
を
従
業
員

に
分
配
す
る
賃
上
げ
を
経
済
界
に
要
請
し

て
い
ま
す
が
、

賃
上
げ
を
原
動
力
と
し
て

更
な
る
成
長
を
実
現
し
、

日
本
経
済
を
成

長
軌
道
に
の
せ
よ
う
と
い
う
の
が
目
的
で

す
。そ

の
た
め
経
団
連
な
ど
経
済
３
団
体
に

対
し
て

「
イ
ン
フ
レ
率
を
超
え
る
賃
上
げ

の
実
現
を
お
願
い
し
た
い
」
と
要
請
し
、

民
間
企
業
の
賃
上
げ
を
支
援
す
る
た
め
の

賃
上
げ
税
制
を
拡
充
な
ど
賃
上
げ
に
取
り

組
む
中
小
企
業
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策

も
講
じ
て
い
ま
す
。　

一
方
で
、

価
格
転
嫁

を
促
進
す
る
た
め
に
下
請
け
取
引
の
適
正

化
、

下
請
事
業
者
へ
の
不
当
な
し
わ
寄
せ

を
解
消
し
、

中
小
企
業
が
賃
上
げ
原
資
を

確
保
で
き
る
よ
う
に

「価
格
交
渉
促
進
月

間
」
に
よ
る
周
知
。
ま
た
、

中
小
企
業
庁

の
下
請
け
Ｇ
メ
ン

（取
引
調
査
員
）
に
よ

る
実
態
調
査
、

そ
れ
と
運
動
し
た
下
請
法

違
反
に
よ
る
公
正
取
引
委
員
会
の
指
導

・

勧
告
体
制
も
強
化
し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
賃
上
げ
に
向
け
た
政
府
の
施

策
は
２
０
２
４
年
も
引
き
続
き
実
施
さ
れ

ま
す
。

中
小
企
業
に
と
っ
て
賃
上
げ
の
原

資
と
な
る
の
が
大
企
業
な
ど
の
取
引
先
ヘ

の
価
格
転
嫁
で
す
。

原
材
料
費
、

子
不
ル

ギ
ー
価
格
、

労
務
費
の
３
つ
の
価
格
転
嫁

が
進
ま
な
け
れ
ば
賃
上
げ
は
も
ち
ろ
ん
企

業
の
存
続
も
危
う
く
な
り
ま
す
。

原
材

料

・
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
転
嫁
に
つ
い
て

は
理
解
が
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、

難
し

い
の
が
労
務
費
で
す
。

政
府
は

「労
務
費

転
嫁
の
指
針
」
を
示
し
、

取
引
価
格
の
適

正
化
を
強
化
し
て
い
く
方
針
で
す
。

一
方
、

２４
年
春
聞
に
向
け
て
経
団
連
も

「定
昇
に
加
え
、

ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
実
施
も

有
力
な
選
択
肢
」
と
し
て
、

来
年
以
降
も

「賃
金
引
上
げ
の
実
現
に
貢
献
し
て
い
く
」

と
、

春
闘
指
針
の
原
案
で
述
べ
る
な
ど
、

賃
金
引
上
げ
の
機
運
は
２４
年
も
高
ま
る
と

予
想
さ
れ
ま
す
。
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日
本
は

「人
生
１
０
０
年
時
代
」
と

「人
口
減
少
」
と
い
う
２
つ
の
大
き
な

変
化
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
１
０
０
歳

以
上
の
人
生
を
送
っ
た
人
は
２
０
１
６

年
に
６
万
人
強
で
す
が
、
２
０
５
０
年

に
は
１
０
０
万
人
を
突
破
す
る
と
予
測

さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
２
０
２
０
年
の
平
均
寿
命

は
女
性
８７
・
７‐
歳
、

男
性
８‐
．
５６
歳
で

す
が
、

死
亡
す
る
人
が
最
も
多
い
年
齢

（死
亡
最
頻
値
）
は
女
性
９３
歳
、

男
性

８８
歳
。
２
０
４
０
年
に
は
女
性
は
９５
歳

超
、

男
性
も
９２
歳
に
な
る
と
予
測
さ
れ

て
い
ま
す
。

死
亡
最
頻
値
は
社
会
保
障

制
度
等
の
設
計
の
目
安
に
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、

個
人
に
お
い
て
も
９０
歳
超

人
手
不
足
解
消
の
方
策
の

一
つ
と
し
て
高

齢
者
雇
用
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。　

一
方
、

政
府
は
６５
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措
置
に
加

え
て
、

力
歳
ま
で
の
就
業
を
努
力
義
務
と

す
る

「殉
歳
就
業
法
」
を
施
行
し
、

そ
の

た
め
の
対
応
も
必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

長
期
就
業
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、

高
齢
者

一屋
用
の
現
状
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し

ま
す
。の

人
生
を
、

働
く
こ
と
を
含
め
て
ど
の

よ
う
に
生
活
し
て
い
く
の
か
再
設
計
が

求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

串
増
加
す
る
高
齢
就
業
者

一
方
、

人
口
減
少
に
伴
う
労
働
力

人
口
の
減
少
も
深
刻
で
す
。

多
く
の
企

業
で
は
、

現
在
５０
歳
以
上
の
人
が
会
社

員
の
３
～
４
割
程
度
を
占
め
て
い
ま
す

が
、

１０
年
後
に
は
５０
％
を
超
え
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

企
業
の
存
続
と
持
続

的
成
長
を
図
る
に
は
人
材
確
保
が
不
可

欠
で
す
が
、

そ
の
１
つ
が
高
齢
者
雇
用

で
す
。

政
府
は
従
来
の
６５
歳
ま
で
の
「雇

用
確
保
義
務
」
に
加
え
、
２
０
２
１
年

４
月
に
７０
歳
ま
で
の
就
業
を
努
力
義
務

と
す
る

コ
島
年
齢
者
就
業
確
保
措
置
」

（７０
歳
就
業
法
）
を
施
行
。

働
く
年
齢

が
７０
歳
に
伸
び
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

実
際
に
６０
歳
の
定
年
後
も
引
き
続
き
働

く
人
が
増
え
て
お
り
、

総
務
省
の
就
業

構
造
基
本
調
査

（２
０
２
３
年
７
月
独

日
公
表
）
に
よ
る
と
２
０
２
２
年
の
６０

～
６４
歳
の
有
業
率
は
７２
・
５
％
。

６５
～

６９
歳
は
５０
．
９
％
、

７０
～
７４
歳
は
３３
・

３
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

企
業
の
６５
歳
ま
で
の
雇
用
確
保
措

置
の
内
訳
を
み
る
と
、

定
年
制
の
廃
止

が
３

・
９
％
、

定
年
の
引
上
げ
が
２５
・

５
％
、

継
続
雇
用
制
度
の
導
入
が
７０

．

６
％
と
、

多
く
の
企
業
が
嘱
託
な
ど
の

再
雇
用
に
よ
る
有
期
雇
用
契
約
を
選
択

し
て
い
ま
す

（厚
生
労
働
省

コ
高
年
齢

者
雇
用
状
況
等
報
告

（２
０
２
２
年
６

月
１
日
現
在
Ｉ
）。　
一
方
で
定
年
を
６５

歳
と
す
る
企
業
が
２２

，
２
％
と
徐
々
に

増
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、

努
力
義
務
の
７０
歳
就
業
法
の

実
施
済
み
の
企
業
割
合
は
２７
・
９
％
と

前
年
比
２

・
３
ポ
イ
ン
ト
増
加
し
、

う

ち
継
続
雇
用
制
度
の
導
入
企
業
が
２‐
．

８
％
を
占
め
て
い
ま
す
。

一
山
積
す
る
高
齢
査
展
用
の
課
題

た
だ
し
、

６０
歳
を
超
え
て
７０
歳
超

ま
で
一雇
用
す
る
と
な
る
と
、

人
件
費
の

増
加
を
踏
ま
え
た
処
遇
制
度
の
構
築
や

高
齢
社
員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
発
生
し
ま

す
。

加
え
て
６５
歳
を
過
ぎ
る
と
、

本
人

の
健
康
状
態
や
家
族
の
事
情
に
よ
リ
フ

ル
タ
イ
ム
勤
務
が
難
し
い
事
態
も
想
定

さ
れ
、

柔
軟
な
働
き
方
な
ど
の
対
策
も

必
要
に
な
つ
て
き
ま
す
。

本
連
載
で
は
高
齢
者
雇
用
の
課
題

の
解
決
に
向
け
た
企
業
の
取
り
組
み
事

例
を
紹
介
し
な
が
ら
解
説
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

戦力4ヒと
生産性向上を目指じて


